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⼦会社設⽴に関するお知らせ

住友林業株式会社（社⻑：⽮野⿓ 本社：東京都千代⽥区丸の内1丁⽬8番1号）は、平成19年11⽉29⽇付、名古

屋港管理組合と事業参加者７社との間で基本協定書を締結したことを受け、平成19年11⽉30⽇開催の取締役会に

おいて、名古屋港管理組合本庁舎等整備事業の実施を⽬的とする⼦会社を設⽴することを決議しましたので下記の

とおりお知らせいたします。

１.⼦会社の概要

  社名 ：名管本庁舎ＰＦＩ株式会社

  設⽴ ：平成19年12⽉3⽇

  所在地 ：愛知県名古屋市中区錦三丁⽬4番6号

  代表者 ：取締役社⻑ 左治⽊ 勉

  資本⾦ ：1,000万円

 
資本構成 ：住友林業株式会社 51％、株式会社東急コミュニティー�30％

中央電気⼯事株式会社10％、株式会社アーバンコミュニティ�9％

  事業内容 ：名古屋港管理組合本庁舎等整備事業の実施

  決算期 ：3⽉31⽇

 
従業員 ：7名（平成19年12⽉1⽇現在取締役・監査役全7名の各社出向者にて構成。内当社出向者4

名。）

２.⼦会社設⽴の理由

 

当社は、「名古屋港管理組合本庁舎等整備事業」を推進するにあたり、本事業に特化した⼦会社を設⽴すること

としました。本事業は、名古屋港管理組合の新庁舎を建設・管理するとともに、現本庁舎及び港湾会館を解体す

ることを主な事業内容とします。

３.設⽴スケジュール

  設⽴⽇ ：平成19年12⽉3⽇

４.今後の⾒通し

 本件が平成20年3⽉期決算に与える影響は軽微であり、現在公表している業績予想に変更はありません。
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